
 

 

 

 

 

 

 

  令和７年 令和８年 増減（人） 増減（％） コメント 
全産業 145 ①152 +7 +4.8 全体の 41％は「転倒」（63 件） 

転倒は昨年比＋５件 
製造業 28 43 +15 +53.6 「転倒」「高温・低温の物との接触」「動作

の反動・無理な動作」の予防が必要 
建設業 20 13 −7 －35.0 

「転倒」「高さ２ｍ未満からの墜落」の予防

が必要 
運送業 24 ① 21 −3 −12.5 「高さ２ｍ未満からの墜落」の予防が必要 
農林業 3 2 −1 −33.3 「激突され」「切れ、こすれ」の予防が必要 
商業 32 25 －7 －21.8 「転倒」の予防が必要 
社会福祉施設 6 17 +11 +183.3 

「転倒」「高さ２ｍ未満からの墜落」「動作

の反動・無理な動作」の予防が必要 
接客娯楽業 7 5 －2 －28.5 「転倒」の予防が必要 
ビルメン業 10 3 －7 －70.0 「転倒」の予防が必要 

労働災害防止計画とは、労働災害の防止に関する基本となる目標や重点課題を定めた計画です。 

この計画の達成状況を確認するため、各事業場の取組状況を毎年ご回答いただいております。 

下記ＱＲコードから該当業種を選び（運送業・建設業・製造業・林業以外は「共通」を選択）回答

にご協力お願いします（各設問の該当箇所に☑を入れ、最後に登録で完了！）。 

詳しくは、リーフレット、ホームページをご覧ください。 
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花巻労働基準監督署からのおしらせ 

◆ 労働災害発生状況 令和８年（5 月末現在速報値） 

◆ 第 14 次労働災害防止計画 

令和８年 5 月までに提出された労働者死傷病報告集計。〇内は死亡災害で内数。新型コロナウイルス感染症を除く。 

 花巻労働基準監督署   (公財)岩手労働基準協会花巻支部 

運送業 建設業 製造業 林業 共通 

◆「転倒」「動作の反動・無理な動作」
による災害を防止しましょう 

今年も花巻署管内では「転倒」及び「動作の反動・無理

な動作」を原因とした労働災害が多発しています。特に、

50歳以上で多発の傾向にあります。 

厚生労働省では、令和 8年 2月に「高年齢者の労働災害

防止のための指針（エイジフレンドリー指針）」を策定し

ました。 

この指針を基に職場環境の改善を図り、労働災害ゼロを

目指しましょう！ 

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/hanamakisyo_14jibou_gaiyouban.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_saiboukeikaku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/saigaitoukei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/hanamakikantokusyo/anzeneisei_saiboukeikaku.html
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou03/hanarou_14jibou_tenken02
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou03/hanarou_14jibou_tenken03
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou03/hanarou_14jibou_tenken04
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou03/hanarou_14jibou_tenken05
https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou03/hanarou_14jibou_tenken01
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001702280.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001702280.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001702280.pdf

